
事前審査・証明書を使用した技術資料の提出方法について 

（変更：申出書の廃止） 

 

島根県土木部 技術管理課 

 

令和８年８月１日以降の公告の総合評価方式（建設工事）の入札における、事前審査・証明書を使用した

技術資料の提出方法は下記のとおりです。 

 

記 

 

１． 事前審査・証明書を使用した技術資料の提出方法 

  

事前審査・証明書（以降「証明書」）で評価を受ける場合、Ｒ８．８月以降の公告の工事から技術資料エ

クセルの企業入力シートの新たな項目「３．事前審査・証明書による申請」に入力が必要となります。 

企業入力シートの入力内容を技術資料表紙に反映することで「申出書」は廃止しました。 

 

① 証明書で評価を受ける評価項目については、提出が必要な資料は証明書のみです（技術資料と

添付資料の提出は不要）。 

 

② 証明書に記載の評価項目以外については、技術資料と添付資料の提出が必要です。 

 

③ 証明書に記載の評価項目のうち、入札案件の評価基準に適合しない項目は、証明書と重複して

技術資料と添付資料の提出が必要です。 

 

 

①の事例・・・証明書で評価を受ける評価項目・・・ 証明書を提出 

（技術資料と添付資料の提出は不要） 
 

※ 下記はイメージで、実際の入札では適宜必要な技術資料と添付資料の提出が必要。 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

証明書 ＋ 表紙 

証明書 表紙 

別紙２ 



 

②の事例 証明書に記載の評価項目以外は技術資料と添付資料が必要 
※ 下記はイメージで、実際の入札案件の評価項目にあわせて適宜必要な技術資料と添付資料が必要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③の事例 証明書に記載の項目が入札案件の評価基準に適合しない場合は、技術資料と添付

資料の提出が必要 
※ 事例は入札案件の工事成績評定点の期間が 5 年間の場合 
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Ｒ８表紙 例 

←←← 

企業入力シートから 

自動で反映 



 

 

 

 

 

 

申出書 見本 

Ｒ８より廃止 


